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令和２年７月定例教育委員会会議録 

 日   時  令和２年７月１７日（金） 午後１時３０分～午後２時１５分 

 場   所  秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

 出席委員 
教育長 内田 賢司  教育長職務代理者 片山 惠一 

委 員 髙槗 照江  委 員 飯田 文宏  委 員 牛田 洋史 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 佐藤 直樹 

文化スポーツ部長 佐藤 正男 

教育部参事兼  

教 職 員 課 長 古木  学 

教育総務課長 守屋 紀子 

学校教育課長 久保田 貴 

中学校給食担当課長 上條 秀香 

教育指導課長兼  

教育研究所長 近藤 順子 

生涯学習課長 磯崎  篤 

図 書 館 長 山本 英範 

教育総務課課長代理 吉田 浩成 

 

 傍聴者  １名 

 会議次第 

  ７月定例教育委員会会議 
 

日 時 令和２年７月１７日（金）  
午後１時３０分        

場 所 秦野市役所教育庁舎３階大会議室  
 
次     第 

 
１ 開  会 
 
２ 会議録の承認 
 
３ 教育長報告及び提案 
(1) 令和２年８月の開催行事等について                
(2) 西中学校多機能型体育館竣工式について               
(3) 学校ＩＣＴ端末の整備について 
(4) 令和２年度いじめを考える児童生徒委員会について 
(5) 令和２年度はだのっ子アワード事業について 
(6) 令和２年度教育講演会について 
(7) 第１１回親子川柳大会の作品募集について 
(8) 第３４回夕暮記念こども短歌大会の作品募集について 
 
４ 議  案 
(1) 議案第１７号 秦野市立学校の教育職員の業務量の管理に関する

規則を制定することについて 
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５ 協議事項 
(1) 令和２年度教育委員会教育行政・点検評価について 

(2) 学校施設の一体的整備の研究について 

(3) 学校給食センター（仮称）の運営方針について 
 
６ その他 
 (1) 意見書について 
 
７ 閉  会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

内田教育長 それでは、ただいまから７月定例教育委員会会議を開催いたし

ます。お手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、会議録の承認について、御意見、御質問等がございまし

たら、お願いしたいと思います。 

なお、非公開案件につきましては、御意見、御質問がある場合

は、会議終了後、事務局に申出をしていただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

―異議なし― 

内田教育長 それでは、ないようですので、会議録を承認いたします。 

次に、非公開案件についてですが、５、協議事項の（２）「学

校施設の一体的整備の研究について」は、意思形成過程にあるた

め、会議を非公開としてよろしいでしょうか。 

―異議なし― 

内田教育長 よって、５の（２）は非公開といたします。 

それでは、次第３、教育長報告及び提案について、お願いしま

す。 

 教育部長 それでは、令和２年８月の開催行事等につきまして、各行事と

も、コロナ対策を万全としまして、工夫して開催させていただき

ます。 

まず、８月７日、令和２年度新規採用教職員研修会。例年、宿

泊を伴う形で研修を行っておりますが、表記にありますようにオ

ンラインを活用して、中学校区ごとに８会場で行います。 

８月１１日・２５日、両火曜日ですが、ブックスタート事業の

実施でございます。例月どおりの開催ですが、コロナ対応もあり

まして、今回も本を渡すのみとしています。 

８月１４日、金曜日、定例教育委員会会議。教育庁舎３階大会

議室で行います。８月２０日、令和２年度第３回園長・校長会で

す。８月の園長・校長会は、例年、教頭の参加としておりました

が、今回は、コロナ対応もございますので校長対応で開催いたし
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ます。 

８月２１日、教育講演会でございます。大阪市立大空小学校元

校長の木村先生を昨年に引き続きお招きしまして、オンラインを

活用した講演会を行います。今お招きしましてと言いましたが、

先生も大阪からのオンライン参加でございます。 

８月２４日、月曜日、環境教育研修講座。昨年に続きまして東

海大学の岩本准教授にお願いしまして、こちらもオンラインで開

催いたします。 

８月２６日、学力向上研究推進委託事業研修会。横浜国立大学

の青山先生をお招きいたしまして、南が丘小学校を会場に、こち

らも３密回避で開催方法を工夫して、実際に先生に来ていただい

て実施となっております。 

１枚おめくりいただきまして、８月２９日、土曜日、西中学校

多機能型体育館竣工式でございます。いよいよ体育館が完成いた

しまして、式典を開催いたします。 

８月３１日、始業式。 

８月３１日、同日ですが、防災訓練。避難訓練の実施となりま

す。 

私からは以上です。 

 教育総務課長 私からは、報告（２）西中学校多機能型体育館竣工式について

御報告いたします。 

いまだコロナ禍にあることを踏まえまして、式典は通常の形よ

り規模を縮小し、感染症対策を講じた形で実施いたします。 

日時は、令和２年８月２９日、土曜日、９時半からとなります。

場所は体育館アリーナ、出席者数は現在のところ３５名を予定し

ております。式典の内容は記載のとおりとなりまして、式典終了

後、希望される方は武道場を見学していただくことができます。 

なお、９月２０日には、公民館の開所式に合わせて、公民館エ

リアの見学会を行う予定となっております。 

また、現在の工事の進捗状況ですけれども、特に大きな問題も

なく順調に進んでおりまして、予定どおり竣工式を行える見通し

となっております。 

私からは以上となります。 

 学校教育課長 資料№３により、学校ＩＣＴ端末の整備について御報告いたし

ます。 

本件につきましては、厳しいスケジュールの中、ぎりぎりまで

さまざまな調整を行っております。資料配付に関しましては委員

の皆さんに大変御迷惑をおかけして申し訳ございません。 
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最初に、資料の４ページを御覧ください。資料４ページ以降は、

教育部長の現場に対する強い思いと、また強い指示を受けまして、

小中学校２２校にＧＩＧＡスクール構想に関する情報を提供し、

先生方の意見や要望を募るため、これまで教育委員会会議で協議

いただいてきた事項、また社会教育委員会会議に報告した内容、

これらをまとめて各校に参考送付をしたものです。 

４ページには、現時点で予定する整備内容や導入経費について、

５ページには、２月に決定いただいた基本方針、６ページから９

ページには、先月６月の定例教育委員会会議で協議をいただいた

内容、そして最後、１０ページには、教育現場での活用を見据え

たクロームＯＳ端末の比較資料を掲載し、各校に情報提供を行い

ました。 

次に、戻って２ページ及び３ページを御覧ください。これは、

各校の先生方が、ただいま申し上げました参考資料を確認したう

えで学校教育課に提出してくださった主な意見や要望をまとめた

ものでございます。 

端末の整備につきましては、小学校では、特に低学年の利用を

想定した日本語キーボードの選定、自宅への持ち帰りを前提とし

た軽量なタブレット端末の導入、これらに対する多くの意見をい

ただきました。一方で、中学校からは、小学校のときからアルフ

ァベット入力に慣れたほうが良いという意見や小学校と同様にタ

ッチパネルやキーボードに関する意見、そのほか英語指導などデ

ジタル教科書にも対応したＯＳの選定、さらには、教科指導や運

用を見据えた全校生徒の機種の統一、これらの意見をいただいた

ところでございます。ほかには、小学校、中学校とも、本市が既

に導入し、子どもたちも慣れ親しんでいるｉＰａｄの継続を求め

る意見も複数ございました。 

また、活用及び運用方法に対する意見・要望をはじめ、現時点

で課題と感じていること、さらには自由意見の小学校の欄にあり

ますとおり、既に学校でＩＣＴの土壌はできていて、全ての児童

に端末が配布されれば、学習活動設定の幅が劇的に広がるので、

今から準備を進めたい、こうした非常に頼もしい意見も寄せられ

ております。 

今回は、限られた時間での意見照会でございました。ただし、

先生方の思いを聞くことができて大変参考になりましたので、今

後もさまざまな機会を捉え、引き続き各校との情報共有や意見交

換に努めていきたいと考えております。 

それでは、資料の１ページを御覧ください。１のＩＣＴ端末の
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整備方針につきましては、先月の定例会で協議いただきました

（１）から（５）に加え、ただいま御覧いただきました先生方か

ら寄せられた意見・要望を反映するため、新たに（６）から   

（１０）を加えました。各校からさまざまな意見・要望が寄せら

れた中には、日本語入力とアルファベット入力など相反する意見

もありましたが、これらをできるだけ学校の意向に沿った端末選

定につなげながらも、本年度中の整備完了という目標達成を目指

した検討の結果として、２のＩＣＴ端末の主な仕様要件を定め、

現在、発注の準備を進めているところでございます。 

先日の総合教育会議で委員の皆様にも触れていただきましたと

おり、市長部局からの支援も受けながら、本市は、県内でも比較

的順調に、また速やかに準備を進めることができております。端

末メーカーなどへの事前の聞き取りでは、早くても来年１月末か

ら２月にかけての納品というお話でしたが、一日でも早く調達し、

先生方が準備等に活用してくださるよう、納期を年内１２月２８

日に設定しております。 

今後は、端末の調達事務と並行して、具体的な活用方法や運営

方法について、引き続き学校の意見を聞きながら検討を重ね、年

度内の（仮称）学校教育情報化推進計画の策定に努めてまいりま

す。 

私からは以上です。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

私からは、（４）から（６）について御報告させていただきま

す。 

お手元の資料№４を御覧ください。本年度のいじめを考える児

童生徒委員会についてでございます。 

引き続き「はだの子ども人権宣言」の実現を目指し、いじめを

生まない学級・学年・学校風土をつくることを目的といたしまし

て、児童生徒の主体性を生かした取組を進めますとともに、各学

校・家庭・地域への啓発運動を行い、秦野市からいじめの根絶を

目指してまいります。 

２ページ目の年間計画を御覧ください。今年度の委員会は、感

染症対策の観点から、委員に集合してもらう形での開催ではなく、

各校での取組を着実に行っていただく形を中心に進めてまいりま

す。当初の計画で第４回の開催を予定しておりました１１月８日

には、少年補導員連絡会が主催する社会参加活動事業と連携した

集合型の委員会を計画しています。こちらにつきましては、感染

症対策を徹底いたしますとともに、任意参加の形での開催をして

いきたいと考えております。 



 6 

続きまして、資料№５を御覧ください。「令和２年度はだのっ

子アワード事業について」でございます。 

今年度は、感染症対策を徹底しながら、体験活動部門とふるさ

と秦野検定を実施するとともに、運営委員会での御意見を踏まえ

ながら、昨年度試行いたしました読書活動部門の継続的な取組と

ふるさと秦野検定を授業などに取り入れるなどの新たな展開を目

指して、事業改善を図ってまいります。 

１つ目の体験活動部門につきましては、参加者に感染予防の徹

底をお願いして例年どおりの実施といたしますが、これまで東公

民館で主催していただいておりました講座につきましては、今年

度は中止としております。 

２つ目のふるさと秦野検定につきましては、オンライン検定で

の実施といたします。また、多くの子どもに挑戦してもらえるよ

う、検定内容を一部変更いたします。 

３つ目です。読書活動部門につきましては、図書館との連携を

目指しながら、対象を市内の園児・児童生徒に広げていく方向で

推進を図ってまいります。読書の足跡を記録してもらい、２０冊

分の記録がたまった段階で認定書を発行すると考えております。 

４つ目、表彰式につきましては、１月１６日に体験活動部門の

グランプリ、グランドスラム受賞者とふるさと秦野検定部門のＳ

級、Ａ級ライセンス、こちらが、Ｓ級がこれまでの１級程度、Ａ

級ライセンスのほうがこれまでの１級・２級程度の問題内容とな

っておりますので、こちらの合格者を対象に表彰していきたいと

考えております。 

最後に、「令和２年度教育講演会について」を御報告させてい

ただきます。資料№６を御覧ください。 

教職員の負担軽減、感染症対策などの観点から、今年度は、教

育研究所研究発表大会の開催を見送ることとしておりますが、研

究発表大会と合わせた形で実施を計画しておりました、先ほど教

育部長からも御説明がありましたけれども、大空小学校の初代校

長、木村泰子先生の講演会につきましては、木村先生に御相談さ

せていただきましたところ、オンラインの形で御対応いただける

ということでしたので、各学校を会場にオンラインフォーラムを

実施いたします。内容は「『一人も見捨てない。子どもの学びの

保障』～今だからこそできる学校の支援のあり方～」というテー

マで御講演いただく予定になっております。 

私からは以上です。 

 生涯学習課長 それでは、私からは報告の７番目、資料№７になります。「第
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１１回親子川柳大会の作品募集について」を御報告いたします。 

今年度で親子川柳大会は１１回目を迎えます。この親子川柳は、

川柳をつくることによって、家族が触れ合い、絆を深めていただ

こうと家庭教育支援事業の一環として実施しておりまして、小中

学生とその保護者を対象として、夏休み期間中に合わせて作品を

募集しております。今年は８月１日から９月２日となっておりま

す。 

募集の方法といたしましては、これまで主に学校を通じて作品

を提出していただいておりましたが、昨年度から市役所のホーム

ページの電子申請を開始いたしました。資料裏面になりますが、

昨年度６６９作品応募のうち３６作品が電子申請によるものでご

ざいました。今後も引き続き、電子申請等を活用して多くの方に

参加していただこうと思っております。 

出品された作品は、第１次審査として、実行委員会の実行委員

長であります東海大学文学部教授の志水先生、昨年度まで１０回、

鍛冶先生にやっていただきましたが、今年から志水先生にかわっ

ております。先生に応募総数の１０％にまず絞っていただきまし

て、その後の２次審査で委員長を含めて実行委員７名が作品を表

現、内容、発想力の３項目について評価いたしまして、点数の高

い上位１１作品を大賞及び特別賞といたしまして、他の作品は佳

作となります。 

表彰式は１１月１４日、土曜日、午後２時から、ここ教育庁舎

３階大会議室で行います。この写真は若干密になっていますが、

しっかり感染予防対策をして臨みたいと思っております。 

入選作品は、作成した作品集を入選者に配布するとともに、小

中学校へチラシの配布、それからイオン秦野店や市役所本庁舎１

階エレベーターホール、公民館でのパネル展示を予定しておりま

す。 

私からは以上でございます。 

 図書館長 それでは、報告の最後になりますが、「第３４回夕暮記念こど

も短歌大会の作品募集について」、御報告いたします。資料№８

になります。 

郷土が生んだ歌人前田夕暮の功績をたたえ、小中学生に短歌に

親しんでもらうため、市内在住又は在学の４年生以上の小学生と

中学生から短歌を募集し、優秀作品を表彰する夕暮記念こども短

歌大会を開催いたします。 

今年で３４回目を数える夕暮記念短歌大会ですが、応募規定等

につきましては、資料にあるとおりとなっております。作品の募
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集の周知につきましては、基本的に各小中学校を通してというこ

とになりますが、本日の教育委員会会議、また２２日に予定され

ている園長・校長会を経てからになりますと日程的に少し厳しく

なりますので、小学校、中学校の校長会長の校長先生に事前にお

願いさせていただきまして、各学校へは、本日の資料にも添付し

ております作品募集のチラシ、カラー刷りのものですが、こちら

をもって既にお願いさせていただいております。 

テーマは自由で、締め切りは９月１２日としまして、その後、

選者をお願いしております古谷円さんにお願いしまして、秦野市

長賞ほか入賞作５０点を選んでいただきまして、１１月２８日の

土曜日、文化会館展示室におきまして表彰式を行う予定です。 

資料裏面に最近の応募状況を掲載しております。今年も多くの

小中学生から御応募いただきたいと思っております。 

以上です。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

開催行事等について追加で報告をさせていただきます。 

先ほどＩＣＴの活用について学校教育課長から御報告がござい

ましたが、さらなる活用を目指しまして、この休業中に東中学校

や渋沢小学校で研究していただきました結果を含めて、２回に分

けて研修会を実施する予定になっております。さらに、学校ごと

の要望があれば、指導主事が出向いて研修を行いたいと思ってお

ります。 

質問教室のような形でも対応したいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

内田教育長 それでは、報告が終わりましたので、ボリュームはそれほどで

はないですから、全体で御質問、御意見等があったらお願いした

いと思います。 

片山委員 資料№１の最初に「新規採用教職員」と書いてあって、これは

たしか２日間にわたって行われていたのですけれども、オンライ

ンでやるということは、やはりこれも２日間でやるということで

すか。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

今年度は８月７日の１日、半日のみの開催を予定しております。

それぞれ中学校区ごとに集まっていただいて、中学校区での話し

合い、あと、それぞれの話し合いの結果を市内全域で交流するよ

うな形の短期日程でこの会は行いたいと思っております。 

以上です。 

片山委員 この泊まり込みというのはかなり仲間意識が醸成されると思う

ので、それが今回ないということは、再度いろいろな交流の機会

をどんどん増やしていっていただきたいと、よろしくお願いいた
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します。 

内田教育長 泊まり開催ではないというのは初めてですね。今までずっと泊

まりでやっていたのですね。 

今、片山委員が言われたように、確かにそこでグループ構成し

ますから、大分仲間意識ができてくるという始まりだったのです

けれどもね。コロナが終息すれば、来年はそういう形でできると

思いますので。 

ほかにどうでしょうか。 

飯田委員 １つお聞きしたいのですけれども、資料№５のはだのっ子アワ

ード事業についてですが、今年度から読書活動部門を全市内で行

われているということですが、この内容の中に記録帳とあるので

すが、これはどんな本と、あと何か感想とかあるのか、その辺を

お聞きしたいのですけれども、よろしくお願いします。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

ありがとうございます。読書の森という名前で記録ができるよ

うな様式を昨年度２つの小学校で試行的に活用していただきまし

た。低学年は、本の名前の記録、そこに一言入れていくとなかな

かハードルが上がるのではないかということで、発達段階に合わ

せて内容を変えていこうと考えております。高学年、あと中学生

に向けては、本のタイトルと簡単なコメントが入れられるような

様式、あと、幼稚園のお子さんたちにも今、幼稚園を通じて御協

力いただいているところですが、親御さんが読み聞かせしていた

だいた本を記録していただいて、こちらも同様に、記録がたまっ

たものについては認定書を発行するような形で対応していきたい

と考えております。 

内田教育長 ほかにいかがですか。 

牛田委員 私も資料№５ですが、はだのっ子アワード事業の会場が、こう

いったコロナ禍の中での対応について、オンラインでの検定で会

場なども指定しない。オンラインでの検定のイメージといったら

いいのかな、特に会場監督をされる方もいない中での検定という

ことで、ちょっとイメージが湧かないので、説明していただけま

すか。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

受験に際しましては、検定の申込みをしていただきます。その

申込みをした方に対して、受検票という形で、アクセスしていた

だくコードが入っている受検票を配付します。届けられるＱＲコ

ードとＵＲＬのどちらかを使っていただいて、指定された８月１

日の１０時から１１時の間にアクセスしていただきますと問題が

順番に出てくるような、回答して次に進んでといったような形で

検定が受けられるような仕組みになっております。 
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ただ、そういった形に慣れていないお子さんのいる御家庭もあ

ろうかと思いますので、練習ができるように、今、４級は既にホ

ームページ上に載せておりますので、そちらで１回練習していた

だけるような、問題のやり方はこんなものだということが見られ

るような形にできる準備を進めているところでございます。 

牛田委員 ありがとうございます。特段、手元に参考資料を置いてもいい

とか、そういうことではないですね。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

検定試験なので、自分の中にたまっている力で頑張ってもらえ

るといいなと思っておりますが、かなり限られた時間であること

と多岐にわたっている出題範囲、あと、当初の目的が秦野を好き

になってもらいたいということでございますので、そこで各家庭

でやっていただいてもよいのではないかと判断しております。 

牛田委員 ありがとうございます。それで、裏面にあるその他のところで、

家庭にインターネット環境がない児童生徒には、市教委よりタブ

レット端末を貸し出すという、この配慮がとてもうれしく思いま

す。 

髙槗委員 私も、今話題になっているはだのっ子アワード事業についてな

のですが、今度新しく読書活動部門ができましたね。こちらのほ

うも前の体験学習とかと同じように、何かステップアップできる

ような目指すものがあったほうがいいかという気がしているので

すね。ぜひその認定書の中にも段階を加えていって、表彰式にも

参加できるような形をとっていただくと、より広がるのではない

かという気がしております。 

内田教育長 これは何か仕組みを構築すればできますね。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

ありがとうございます。昨年度の運営委員会で御提案させてい

ただいたときに、漫画のタイトルをたくさん書いてくる子がいた

らどうするのかといったような御意見もいただきました。とにか

く子どもたちが本と触れ合える機会、きっかけを作っていきたい

という趣旨で考えておりましたので、まず、子どもたちの反応を

確認するために昨年度は２校で試行いたしました。 

その結果、子どもたちがこちらに送ってくれた、記録長には冊

数のみを増やそうとする記録は見られませんでしたので、この形

で全市的に広げていきたいと現況は考えております。そのうえで、

今御意見いただきましたように、ステップアップしていけるよう

な仕組みがあれば、より楽しみが増えると思いますので、検討さ

せていただきたいと思います。 

内田教育長 ほかにどうでしょうか。 

片山委員 資料№７ですけれども、これは、この上にも書いてありますよ
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うに、親子のふれあいの場になるなど、読ませていただくと非常

に微笑ましいものが基本的に多いと思いましたので、応募数の減

少が気になっていますので、その辺、何か対策を打たれるおつも

りがあるかお伺いしたいです。 

 生涯学習課長 確かに、見ると応募数が右肩下がりになっているということで、

我々も非常に不安に思っています。その中で昨年、応募しやすい

ような雰囲気ということで電子申請を試みてみました。やってみ

た結果、先ほどのとおり３６という数字が、これが良かったのか

どうかの判断は難しいのですが、この電子申請を試みた理由は、

もっと夏休み期間以外にも延ばして募集していくための１つのス

テップと考えております。どうしても夏休み期間中だけだと、夏

の題材が多くなりますので、できればもっと広く、季節も含めて

年を通して応募できるような、まずそのステップの第１弾と考え

ておりますので、これが定着してくれば、もっともっと増えてく

ると思っております。 

以上でございます。 

片山委員 ありがとうございます。この募集方法のところだけをぱっと読

んだときに、小学生というか中学生というかは、これは学校に提

出しなくてはいけないのかなという気がするのではないかと思い

ます。だから、電子申請オーケーですよということももっと書い

たほうがいいのかなと思いました。 

 教育部長 今の２つのお話、アワードの読書の話とこの親子川柳と、実は、

今回、総合計画の立案や教育プランの立案の中で、図書館の図書

館基本計画を改めて拝見すると、「秦野よむよむプラン」という

非常にすばらしい取組がありました。実は、コロナ禍の対応のと

きに、図書館に無理を言いまして団体貸出しを利用させていただ

いて、北中学校、西中学校、それと大根中学校で、子どもたちに

本と触れ合っていただくというような取組をさせていただいてい

ます。 

今の親子川柳は、私もとてもいい内容だと思っています。学校

がそれにどう向き合っているかというのは、むしろ学校教育部門

の課題でもありますので、生涯学習部門の施策をしっかり我々も

受け止めて、応募者数なり利用数が増えていくような取組をして

いきたいと思っています。 

以上です。 

内田教育長 夏休みの学校への課題というものは相当ボリュームがあって、

その中で教員が一生懸命やってくれているのですが、どうしても

その中でやっていくと減ってきてしまったような実情がありま
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す。ただこれ、毎年の表彰式には私、都合８回出ましたけれども、

例えば昨年の親子川柳の大賞なんて本当に微笑ましい表彰式で

も、昨年、この隣のハートフル大賞は、和尚さん、三浦夢玄さん、

これはお子さんで、おじいちゃんは玄苗さんと言って、昔の秦野

高校の教員なんですね。お２人で参加されていて、こういうよう

な感じは本当にいいなということですし、広げていけば本当にい

いことだと思うのですね。 

ほかにどうでしょうか。 

牛田委員 これはお尋ねではないのですが、資料№６の教育講演会、この

参加者のところですが、昨年も同じだったのですが、引き続き（２）

で民間幼稚園こども園・保育園教職員が対象に入っているという

ことで、本市が園小中の一貫教育を目指していく中で、こういっ

た形で参加を呼びかけることはとても良いことだと思いました。

教育講演会に限らず、参加体制として考えてよいという場合には、

ちゅうちょなく、遠慮なくお声がけするのがいいことではないか

と思いました。 

感想です。 

内田教育長 ほかによろしいですか。 

先ほど学校教育課長が報告した端末の整備、基盤整備を今並行

してやっていますから、端末の整備が何とか間に合いそうだとい

うことと、国のほうも今回のコロナの関係で前倒しでお金を出し

てくれることが確定していますから、何とか早く導入して、教員

も子どもたちも慣れて、新年度には１００％ではないまでも使い

こなすことができるような仕組みに持っていってもらうというよ

うなことで今準備をしてくれています。相当大変さはありますけ

れども、頑張ってくれていますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

それでは、報告・提案はよろしいでしょうか。 

次に、議案に入りたいと思います。 

議案第１７号「秦野市立学校の教育職員の業務量の管理に関す

る規則を制定することについて」の説明をお願いします。 

 教職員課長 それでは、議案第１７号「秦野市立学校の教育職員の業務量の

管理に関する規則を制定することについて」、御審議をお願いい

たします。 

１枚めくって規則を御覧ください。これは５月の教育委員会会

議の際に御協議いただいたものです。再度の説明になりますが、

いわゆる教育職員の業務量の適切な管理に関する指針が国より告

示され、この４月１日より施行されております。それに伴い、国
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及び県より在校等時間の上限に関する方針を各市町村教育委員会

規則等に定めることや在校等時間を客観的に計測し、その結果を

適正管理することが求められていることから、今回、教育委員会

規則として設定するものです。 

具体的には、第３条となりますが、いわゆる時間外在校等時間

の上限が１か月に４５時間以内、１年で３６０時間以内となるよ

うにすること。それ以上の業務を行わざるを得ない場合にも、１

か月１００時間未満、１年で７２０時間以内であることとなり、

教育委員会が教育職員の業務量の適切な管理を行うものとすると

いった内容です。 

なお、５月に御協議いただいた際に牛田委員から御指摘いただ

いた冒頭部分の二重括弧になっている部分は整理させていただき

ました。 

また、協議の際、「必要な事項は別に定める」を付け足したほ

うがよいのではないかという御指摘をいただいたことについて、

「別に定める。」とさせていただきました。この「別に定める。」

という部分については、平成３０年に作成し、既に現在も教育委

員会及び各校で取り組んでいただいている学校業務改善基本方針

を充てさせていただくことになります。 

以上、御審議をよろしくお願いいたします。 

内田教育長 説明が終わりました。御質問等があったらお願いしたいと思い

ます。 

これについては、前回御提示して、確認をしていただいて、御

指摘もいただいていますから、そこに修正をかけて、改めて今日、

議案として出させていただきました。 

特によろしいでしょうか、御質問等は。 

―特になし― 

内田教育長 それでは、議案第１７号「秦野市立学校の教育職員の業務量の

管理に関する規則を制定することについて」、原案のとおり可決

することに御異議ございませんでしょうか。 

―異議なし― 

内田教育長 よって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

それでは、次に協議事項に入ります。 

まず、（１）の令和２年度教育委員会教育行政点検・評価につ

いての説明をお願いします。 

 教育総務課長 それでは、令和２年度教育委員会教育行政点検・評価報告書に

ついて御説明させていただきます。 

点検・評価につきましては、５月１３日の教育委員会会議にお
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きまして、本日お配りしている資料の１５ページまでを協議させ

ていただきました。その後の作業によりまして、今回新たに１６

ページから１７ページの教育委員会の活動状況についての点検・

評価の評価・意見欄、また、１８から１９ページの教育委員会の

活動状況に対する総合評価、そして２４ページ以降に各事業ごと

の点検・評価シートを加えさせていただいております。 

各事業の点検・評価シートにつきましては、所管課による自己

評価と部長評価を踏まえまして、７月１日の会議を経まして、点

検・評価会議の評価までが終了しております。 

本日の教育委員会会議終了後に学習会を開催させていただきま

して、シート右下にあります教育長・教育委員の評価欄への意見

を個々反映してまいりたいと思っております。 

ちなみに、先日行われました点検・評価会議の評価といたしま

しては、２２施策中、Ａ評価が３施策、Ｂ評価が１８施策、Ｃ評

価はなく、Ｄ評価が１施策となっております。 

本日は１６ページから１９ページまでの部分について御協議い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

内田教育長 説明が終わりました。御意見、御質問等があったらお願いした

いと思います。いかがでしょうか。 

これを見ると、大分会議の回数が多いですね。これだけ出てい

ただいているのだと思って。 

よろしいですか。特にございませんか。 

―特になし― 

内田教育長 それでは、特にないということで、次の協議事項（３）学校給

食センター（仮称）の運営方針についての説明をお願いします。 

 学校教育課長 お手元の資料、協議事項（３）を御覧ください。 

先日の総合教育会議での議論を踏まえ、基本方針に掲げた「安

全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ学校給食の提供」を確実に実施

するための運営準備に関するものでございます。 

１の学校給食センターの設置は、公民連携方式により民間企業

が整備し所有する施設において、中学校給食事業の公共性や公益

性を確保するために、教育委員会が所管する学校給食センターを

設置することとし、その名称、位置及び業務等については条例で

定めることを基本として引き続き検討を進めてまいります。 

２の教育委員会の組織の配置は、市が直接行う業務、例えば市

の栄養士による献立の作成、食材の発注、給食費の徴収及び管理

等を執行するために、教育委員会に組織を置き、担当職員を配置

することといたします。また、運営を適正かつ円滑に行うととも
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に重要事項を協議するための組織として運営委員会を設置するこ

ととし、構成や役割等については検討を引き続き進めてまいりま

す。 

なお、担当組織のセンター内での配置の時期は、現時点で見込

まれる施設の完成の時期に合わせ来年１０月を予定しております

が、今後の工事の進捗状況等に合わせて別途決定いただきたいと

考えております。 

３の給食費の徴収及び管理は、総合教育会議で議論いただきま

したとおり、公会計制度によることとし、今後、システムの選定

等の準備を進めてまいります。 

なお、給食費につきましては、地場産物をできるだけ活用し、

おいしくて、生徒の心身ともに健全な成長に資する給食を実現す

るために、必要な食材費等を見きわめたうえで、保護者の経済的

負担などにも配慮しながら、引き続き検討を進めてまいります。

今年度中には、条例又は規則でその額を定めていきたいと考えて

おります。 

４の中学校給食事業の運営は教育委員会が直接行いますが、今

年３月に締結済みの事業契約に基づき、調理、配送及び施設設備

の維持・管理等は、受注者であるハーベストネクストグループが

行います。 

２ページを御覧ください。教育委員会の組織が直接管理・運営

いたします施設の範囲につきましては、この図の右下にございま

す玄関から入った１階の部分、太線で囲んだ範囲といたします。

施設は地上２階建てとなりますが、この太枠以外の場所は、基本

的に調理エリアとなりますので、衛生管理を徹底するためにも、

原則行き来はできないこととなります。特に１階から２階への移

動につきましては、来場者等が移動してしまわないように、暗証

キーの設置などにより管理を徹底していくということを考えてお

ります。 

なお、そうした管理・運営の方法につきましては、ハーベスト

ネクストグループと協議を進めておりますが、その協議が調った

時点で文書化していく予定でおります。 

最後に、６の小・中学校給食事業の一体的運営につきましては、

こちらも総合教育会議で議論いただきましたが、まずは中学校給

食事業を円滑に、そして確実にスタートし、その運営が軌道に乗

った時点で、小学校給食事業の運営の一部、特に給食費の徴収・

管理の公会計化、また一元化を実現していきたいと考えておりま

す。 
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説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

内田教育長 御質問、御意見があったらお願いしたいと思います。 

いよいよ来年１２月に向けて、できればその前に完成して、オ

ペレーション、実際に動かすということをやらないと、いきなり

はできないでしょうから、そういう時期までにと思っているので

すが。このコロナの関係で資材や何やらで遅れてしまうのかなと

心配したのですが、今のところ大丈夫そうだということなので。

中国からの部品やら何やらが入らないような話が一時ありました

のでね。ですからちょっと心配したのですが、何とかなりそうだ

ということで。これも、一生懸命今、頑張っておりますので、そ

れまでに間に合わせるということで進めていきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

―特になし― 

内田教育長 それでは、その他の（１）意見書についての説明をお願いしま

す。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

意見書をいただいておりますので御報告いたします。 

育鵬社教科書に関する法律家４団体意見書ということで、神奈

川労働弁護団、社会文化法律センター神奈川支部、青年法律家協

会弁護士学者合同部会神奈川支部、自由法曹団神奈川支部より意

見書をいただいております。 

以上です。 

内田教育長 説明が終わりました。特に、何か御質問、御意見がありますか。 

これについては、中身はそれぞれの委員に確認していただくと

いう形にしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

―特になし― 

内田教育長 それでは、会議を非公開とする前に、次回の日程調整をお願い

します。 

 事務局 次回の開催日程ですが、８月の定例教育委員会会議を８月１４

日、金曜日、午後１時３０分から予定しております。会場はこち

らの教育庁舎３階の大会議室となります。よろしいでしょうか。 

内田教育長 ８月１４日の１３時半です。よろしいですか。 

―異議なし― 

 事務局 なお、この後、こちらの会議場で教育委員会点検・評価の学習

会を開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

内田教育長 それでは、会議を非公開といたしますので、関係者以外の退席

をお願いいたします。 

―関係者以外退席― 
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